
第４次豊川市障害福祉基本計画 修正事項一覧 

第３回策定委員会（令和２年１１月２６日開催）やパブリックコメントの意見等による修正について 

 

◆策定委員 

意見の趣旨（記載ページは、第３回策定委員会資料のページです） 修正内容（記載ページは、パブコメ発表用のページです） 

Ｐ.３３の「⑧精神障害者（高次脳機能障害、強度行動障害者等）の地域生活

支援体制の整備」について 、⑧の本文中に高次脳機能障害の方、強度行動障

害の方についての具体的な内容の記載がないので、例示は削除した方が良い

では。また、⑧の最後の行に「依存に関する周知、啓発を行います」とあるの

で、⑨として「新たな課題への対応支援」という形でまとめ、その中に括弧で

「高次脳機能障害」、「強度行動障害」、「依存への対応支援」という形にして

はどうか。 

・Ｐ.３３の⑧中最終行の「さらに、依存症に関する周知、啓発を行います。」

を削除。 

・「⑨高次脳機能障害、強度行動障害、依存症などの新たな課題への支援体

制の整備」新設。 

・「⑨レスパイト事業」を「⑩レスパイト事業」に修正。 

Ｐ.３５「⑤ 難病患者の日常生活用具の給付」について、障害者及び難病患者

としたほうが良いのではないか。 

・Ｐ.３５「⑤難病患者の日常生活用具の給付」を「補装具、日常生活用具な

どの給付」に修正。併せて施策の内容について、「難病患者」の前に「障

害者手帳所持者や」を追加記載。 

・「難病患者」を「難病患者などの」に修正。 

・「補装具や」を「補装具費支給制度やストマ用装具などの」に修正。 

Ｐ.４７「①公共施設の整備」の３行目に「施設の大規模な改修などを実施す

る際には、障害者や家族の要望を踏まえたユニバーサルデザインに配慮した

整備方法を検討します。」とあるが、大規模な改修だけではなく、新たな施設

をつくることも含め、「施設の新設や大規模な改修」とした方が良い。 

Ｐ.４７「①公共施設の整備」の「大規模な改修」の前に「施設の新設や」を

追加記載。 

Ｐ.５３「市民後見人の活用」について、「育成」が「活用」に変わったが、後

見人が十分に担保できている状況ではないため「育成及び活用」とすること

を検討してほしい。 

Ｐ.５３の施策３－②の文中「市民後見人の活用についても検討を行いま

す。」を「市民後見人の育成及び活用についても検討を行います。」に修正。 
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◆パブリックコメント 

意見の趣旨（記載ページは、第 3回策定委員会資料のページです） 修正内容（記載ページは、パブコメ発表用のページです） 

【計画策定の趣旨に関すること】 

新型コロナウイルスに係る記載について、本人の行動が記載されていない。

支援者、家族だけでなく当事者の存在を明記してほしい。 

Ｐ.１、２０行目の中ほどから始まる記述を「障害のある方本人を始めその家

族、サービス提供者、その他関係者が細心の注意を払い、感染防止対策を行

うことが求められます。」に修正。 

【用語説明に関すること】 

「児童発達支援」及び「児童発達支援センター」についての事業利用者は子

供なので、子供を主体とした表現にしてほしい。 

Ｐ.６４の「児童発達支援」の用語説明を「地域の障害児が通所し、日常生活

における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活へ

の適応のための訓練を受ける。」に変更。併せて「児童発達支援センター」の

用語説明の１文目を「地域の障害児が通所し、日常生活における基本的動作

の指導、自活に必要な知識や技能の付与又は集団生活への適応のための訓練

を受ける施設。」に修正。 

 

◆事務局 

意見の趣旨（記載ページは、第 3回策定委員会資料のページです） 修正内容（記載ページは、パブコメ発表用のページです） 

Ｐ.２の（１）について、（１）以降がないこと及び直下の文章で内容を包括

できる。 

（１）近年の法律等の整備の状況を削除。 

Ｐ.８の等級別身体障害者手帳所持者の推移の図について、Ｒ２の合計及び６

級の人数に７級の人数が含まれていない。 

R２の合計人数を５，８９３人へ、R２の６級手帳所持者数を２７９人に修

正。併せて「※合計には７級を含む」の一文を注記書きとして追加記載。 

Ｐ.１６の調査の概要の図について、調査に対しては障害児または保護者が回

答している。 

「障害児（１８歳未満の児童通所支援サービス利用者）」を「障害児（１８歳

未満の児童通所支援サービス利用者または保護者）」に修正。 

Ｐ.４３の「③障害者スポーツ活動の支援」の本文中１行目及び２行目の「障

害者スポーツに関する情報の収集と提供に努めるとともに」について、ノー

マライゼーションの理念をふまえて、障害者スポーツに限定せず、スポーツ

全般に関する情報の収集と提供に努めることが必要。 

「障害者スポーツに関する情報の収集と提供に努めるとともに」を「スポー

ツに関する情報の収集と提供に努めるとともに」に修正。 



Ｐ.５１の「③講演会や福祉講座の充実」の本文中１行目の「手話講習会など

の利便性を高めるとともに」について、表現がわかりにくい。 

「手話講習会などの利便性を高めるとともに」を「手話講習会など既設の講

習会について内容の充実を図るとともに」に修正。 

Ｐ.６１名簿に役職を追加記載。 左記のとおり。 

 


